[image: ]このチラシでは、養育費をはじめとする離婚前後のお悩みに寄り添った世田谷区の離婚前後の親支援プログラムについてご紹介します。

まずプログラムのステップ１
「離婚前後の親支援講座」です。
これは、子どもに離婚のことをどのように伝えよう、離婚条件はどのように取り決めるの？など、お子さんのいるご家庭などが離婚を考えた時に知っておきたいことをオンラインにておはなしします。

続いて、プログラムのステップ２
「子どものための養育費等個別相談会」です。
養育費をはじめとする、離婚に関するあらゆる悩みを抱える方のための個別相談会です。こちらは、オンラインと対面とそれぞれ実施いたします。

どちらの支援も参加費無料です。
対象者は、世田谷区内在住で離婚を考えているかたや、離婚後お子さんと別居されているかた、ひとり親のかたなどが対象です。

開催は年3回を予定しております。
相談会は、対面とオンラインで開催日時が異なります。
オンラインは、開催期間、約1ヶ月の中から希望する日時に合わせて、個別で相談が可能です。

第1回目は、講座が5月16日、土曜日、14時から16時まで。相談会が、対面の場合は5月30日、土曜日、子ども子育て総合センターにて、14時から16時まで。オンラインの場合は、5月23日土曜日から6月22日月曜日まで。

第2回目は、講座が9月11日、金曜日、10時から12時まで。相談会が、対面の場合は、9月27日、日曜日、烏山区民センターにて、10時から12時まで。オンラインの場合は9月18日金曜日から、10月17日土曜日まで。

第3回目は、令和9年開催です。講座が1月17日、日曜日、10時から12時まで。相談会が、対面の場合は1月30日、土曜日、さんちゃしゃれなあどホールにて、10時から12時まで。オンラインの場合は1月24日、日曜日から2月23日火曜日までです。
それぞれの詳細は区ホームページをご覧ください。
ホームページ番号は、離婚前後の親支援講座が１、３、１、９。子どものための養育費等個別相談会が１、３、１、８です。

お問い合わせは、世田谷区役所、子ども若者部、子ども家庭課まで。
お電話番号は、０３―５４３２－２５６９　です。
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